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常勤調査官

特許行政管理部門(patent administration departments)

及び他の部門の職員であり，１～２年間，知的財産裁判

所において技術調査官を務める。



非常勤調査官

資格を満たした職員であり，関連する団体や機関からの

推薦により，非常勤で技術調査官を務める。



技術調査官は，裁判補助者(judicial assistants)である。

当事者は，技術調査官の撤回(withdrawal)を申請すること
ができる。

技術調査官は，判決書に署名しなければならない。

地位

技術調査官の意見は，合議体の参考に供される。



調査(investigation)，検証(inspection)，
証拠保全(evidence preservation)への関与

審問(inquiries)，口頭審理(hearings)，開廷前会議(pre-court
meetings)，開廷審理(court hearings)への関与

技術調査意見(technical investigation opinions)の提出

責務



専門家証人(expert witness)や専門家(professionals)に意見を述

べさせるに当たっての裁判官の補助

合議体の評議等への出席

その他の関連業務



学士又はそれ以上の資格

関連する専門的・技術的資格の保有

関連する技術分野における少なくとも５年間の実務経験

資格



Thanks


